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 本町は、大阪府の南部・泉南郡にあって、北東部は貝塚市、南西部は泉佐野市に隣接しており、

町域は、東西約4.8km、南北約7.8kmと東西に狭くて、南北に長い木の葉状の形をした総面積17.24k

㎡（大阪府面積の約 0.9％）の広さを有しています。大阪都心部から約 30km の距離で、京阪神都

市圏の玄関口ともなる関西国際空港に近接しています。 

 

熊取町の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１—１ 熊取町の概況 

（１）位置・地勢及び沿革 
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１）総人口及び人口構成 

本町の総人口は一貫して増加を続けてきましたが、国勢調査ベースで 2015 年（平成 27 年）に

はじめて減少に転じました。 

年齢三区分別人口では、2005 年（平成 17 年）に老年人口と年少人口が逆転、生産年齢人口も同

年から減少に転じており、高齢化の進行が顕著です。 

 
 

■総人口及び年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

18,032 

25,423 

33,524 

38,905 

40,846 
42,897 44,479 45,035 44,435 43,381 

41,789 
39,803 

37,603 

35,351 

33,135 

4,718 7,228 
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6,642 6,730 
6,182 5,538 
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31,139 
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29,172 
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22,566 

20,787 

18,460 
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1,142 1,607 2,182 3,062 4,209 5,344 

6,929 
9,133 

11,619 12,642 12,818 12,795 12,806 13,174 

12,914 
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年）
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（平成12
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2005年
（平成17

年）

2010年
（平成22

年）

2015年
（平成27

年）

2020年
（令和2

年）

2025年
（令和7

年）

2030年
（令和12

年）

2035年
（令和17

年）

2040年
（令和22

年）

2045年
（令和27

年）

総⼈⼝ 年少⼈⼝
（0〜14歳）

⽣産年齢⼈⼝
（15〜64歳）

⽼年⼈⼝
（65歳以上）

資料：2020 年（令和 2年）までは国勢調査。2025 年（令和 7年）以降は国立社会保障・人口問題研究所

推計〔2018 年（平成 30 年）3月推計〕 
※国勢調査の総人口は年齢不詳を含むため、年齢３区分別人口の合計と一致しない場合がある。 

（２）人口 
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２）人口動態（自然動態・社会動態） 

自然動態についてみると、2011 年（平成 23 年）から 2021 年（令和 3年）まで死亡が出生を上

回っています。 

社会動態についてみると、2011 年（平成 23 年）から 2021 年（令和 3年）まで社会増と社会減

を繰り返しています。 

 

■自然動態（出生・死亡） 

資料：熊取町統計書「第 1 章 人口」（国勢調査 総務省統計局） 

 

■社会動態（転入・転出） 

資料：熊取町統計書「第 1 章 人口」（国勢調査 総務省統計局） 
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３）人口流動（流出・流入） 

人口流動についてみると、夜間人口は 2010 年（平成 22 年）の 45,069 人を境に減少傾向とな

り、昼間人口は増加傾向となっています。 

流出人口についてみると、2000 年（平成 12 年）の 16,985 人を境に減少傾向となっています。 

流入人口についてみると、1995 年（平成７年）に 6,527 人となった後に 2000 年（平成 12 年）

に 5,697 人と減少し、その後再び増加傾向となりましたが、2020 年（令和 2年）は 6,690 人と減

少しています。 

 

■人口流動の推移 

資料：熊取町統計書「第 1 章 人口 13 昼夜間人口」（国勢調査 総務省統計局） 
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■地区別人口の割合 

 

※２０２２年（令和４年）１１月３０日時点 

 

■地区別人口表 

                                   

※２０２２年（令和４年）１１月３０日時点 

 

 

 

 

 

 

  

0% 100%

南

部

中

部

北

部

5.0%

6.4%

4.5%

5.8%

5.3%

5.5%

8.1%

5.3%

6.1%

55.9%

53.3%

51.0%

25.2%

29.7%

32.8%

6歳以下

7～12歳以下

13～18歳以下

19～64歳以下

65歳以上

 6 歳以下 7～12 歳以下 13～18 歳以下 19～64 歳以下 65 歳以上 

北部 561 689 762 6,368 4,096 

中部 1,162 963 963 9,683 5,393 

南部 619 715 1,005 6,934 3,125 

合計 2,342 2,367 2,730 22,985 12,614 
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１）事業所数・従業者数 

事業所数についてみると、2009 年（平成 21 年）の 1,346 事業所を境に減少傾向となってい

す。 

従業者数についてみると、2009 年（平成 21 年）まで 11,000 人前後で推移していましたが、

2012 年（平成 24 年）以降は減少し、2016 年（平成 28 年）からは増加傾向にあります。 

 

■事業所数・従業員数 

（単位 事業所数：事業所、従業者数：人） 

 

※経済センサス〔2009 年（平成 21 年）に第１回実施〕は、事業所・企業統計調査〔2006 年（平成 18 年）まで実

施〕と調査対象は同様であるが、「本社等一括調査」の導入によって、調査方法が変わったため、その数字の差

数が全て増加・減少を示すものではない。 

 

資料：大阪府統計年鑑、熊取町統計書〔1996 年（平成 8 年）までは事業所統計調査、2001 年（平成 13 年）～

2006 年（平成 18 年）は事業所・企業統計調査、2009 年（平成 21 年）からは経済センサス〕 
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○ わが国の経済は、各種経済対策を背景に景気は緩やかな回復基調にあるものの、依然と 

して先行きが不透明な状況にあります。また、国と地方自治体の税収は、近年やや持ち直 

す傾向が見られるものの、今後の少子高齢化の進展などを考慮すると、大きな伸びは見込 

めません。一方歳出は、高齢化に伴う保健や医療などの社会保障費の上昇により、増加傾 

向にあります。 

 

○ 今後、本町においても、生産年齢人口の減少などにより、町税収入の大幅な増収を見込 

むことができない一方で、増加し続ける扶助費や施設・インフラ設備の老朽化による維持 

補修費用の上昇などにより、財政がさらに硬直化することが予測されるため、選択と集中、 

効果的で効率的な行財政運営のもと、より一層の財政健全化を図る必要があります。 

 

  

（４）財政 
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① 都市計画区域  

  大阪府における都市計画区域は、図に示す４区域とされており、本町は、堺市以南（15 市６

町１村）の「南部大阪都市計画区域」として町全域が指定されています。 

 

■大阪府都市計画区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ② 区域区分  

〇 本町では、都市計画区域の 1,724ｈａのうち、市街化区域は 925ｈａ、残りの 799ｈａが市 

街化調整区域となっています。〔2018 年（平成 30 年）3月 30 日時点〕 

〇 【都市計画現況調査（国土交通省）】の集計では、2021 年（令和 3年）3月 31 日時点で、 

本町の市街化区域は都市計画区域のうち約53.7％を占めており、府内市町村（33市 9町1村）

の平均は約 50.6％となっています。 

また、南部大阪都市計画区域（15 市 6 町１村）の平均は約 40.4％となっており、本町は、 

その中では、市街化区域の占める割合が高い自治体となっています。 

 

③ 市街化区域  

  ア．用途地域 

   本町の都市計画では、表のように市街化区域を住居系、商業系、工業系を８の種類に区分

し、「用途地域」として定めており、用途地域ごとに建築が可能な建物の用途を規制・誘導し

ています。 

  

大 阪
都市計画区域

東 部 大 阪  
都市計画区域 

南 部 大 阪  
都市計画区域 

北 部 大
阪  

都市計画区域 

（５）法規制（都市計画関連、その他関連） 
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■本町域における用途地域一覧〔２０１８年（平成３０年）３月３０日時点〕 

 

用途地域 
本町における 

面積（ｈa） 

市街化区域にお

ける割合（％）

住居系 

第１種低層住居専用地域 

303 32.8低層住宅のための地域です。 

小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられ

ます。 

第１種中高層住居専用地域 

183 19.8中高層住宅のための地域です。 

病院、大学、500 ㎡までの一定のお店などが建てられます。 

第２種中高層住居専用地域 

62 6.7主に中高層住宅のための地域です。 

病院、大学などのほか、1,500 ㎡までの一定のお店や事務所など

必要な利便施設が建てられます。 

第１種住居地域 
181 19.5住居の環境を守るための地域です。 

3,000 ㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 

第２種住居地域 
21 2.3主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、カラオケ

ボックスなどは建てられます。 

準住居地域 
13 1.4道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和

した住居の環境を保護するための地域です。 

商業系 
近隣商業地域 

21 2.3まわりの住民が日用品の買い物などをするための地域です。住宅

や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 

工業系 
準工業地域 

142 15.4主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険

性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 

合  計 925 100

 

イ．その他の都市計画 

 １）準防火地域 

  都市の不燃化を促進する観点から、近隣商業地域 21ｈａにおいて準防火地域を指定してい

ます。 

  

２）地区計画 

本町では、建築物などの規制・誘導を行い、周辺環境と調和のとれた、みどり豊かで快適

な住環境のまちづくりを図るため、「つばさが丘地区地区計画」、「若葉二丁目（大学）地区地

区計画」、「熊取駅西地区地区計画」、「希望が丘二丁目地区地区計画」を定めています。 
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④ 市街化調整区域  

○ 本町の市街化調整区域は、主に町域の南部における、農地や森林などが広がっている地域 

を中心として、799ｈa となっています。 

○ 市街化調整区域においては、都市計画法以外に基づく、その他の土地利用の規制として農 

業振興地域や保安林などの指定が行われています。（次頁土地利用規制図を参照） 

○ 市街化調整区域における地区計画の運用に係る基本的な方針として、２０１３年（平成２ 

５年）６月に「熊取町市街化調整区域における地区計画運用指針」を改定しています。 

 

■本町域における用途地域の分布（熊取町域）                           

 

熊取町役場 

JR 熊取駅 

市街化調整区域
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■土地利用規制図 
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都市計画マスタープランの改定にあたり「熊取町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に係

る住民アンケート結果の中から、都市基盤やまちづくりに関連の深いものを抜粋すると、次のと

おりです。 

 

【調査の方法】 

調査対象と回収結
果 

調査対象 対象者数 回収数 回収率 

16 歳以上の町民 2,000 人（無作為抽出） 826 件 41.3% 

調査期間 ２０１５年（平成 27 年）7 月 7 日～7 月 24 日 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 
 

 

満足 

 

①災害に強いまちづくりや防災体制・施策の充実

②地域と行政が一体となって犯罪を防止し、安全に安心して暮らせる防犯対策の充実

③消防・救急体制および対策の充実

④歩道やガードレールの設置など、交通安全対策の充実

⑤町の公共施設を結ぶ「ひまわりバス」の充実

⑥広域道路や幹線道路が整備されており、近隣の都市への移動がしやすいまちづくり

⑦身近な生活道路が整備されているまちづくり

⑧災害に強く、また安全・快適に利用できる河川・ため池などの整備

⑨誰もが楽しめる身近な広場や公園などの整備

⑩安全な水を安定的に供給できる上水道の整備

⑪生活排水などの処理が適切に行われる公共下水道の整備

⑫快適に暮らせる住宅や、その周辺環境の充実

⑬駅前をはじめとした、計画的な土地利用および良好な市街地の形成

⑭農業従事者の後継者育成や農業経営確立に向けた支援

⑮新産業の導入や地場産業の振興など商工業の活性化

⑯既存の観光資源の魅力を高め、交流人口を増加させる、観光・レクリエーション施策の充実

⑰消費者問題に対する相談体制などの消費者保護の充実

⑱労働環境の改善、相談体制の充実などの勤労者対策

 

 

  

１—２ 住民意向 

0 1 2 3 4

※まちの現状を５段階で評価しており、その評価にそれぞれ「満足している×５点」「やや満足している×４点」「ふつう×３点」

「やや不満である×２点」「不満である×１点」と点数化し、回答者数で割ることで評価点（満足度）を算出しています。 

 

１．現状に対する「満足度」  
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①現状に対する「満足度」  

   

「安全な水を安定的に供給できる上水道の整備」の 3.62 点が最も高く、次いで「生活排水な 

どの処理が適切に行われる公共下水道の整備」が 3.35 点となっています。 

  一方、「歩道やガードレールの設置など、交通安全対策の充実」の 2.57 点がもっとも低く、次 

いで「新産業の導入や地場産業の振興など商工業の活性化」が 2.64 点となっています。 

 

②将来の取り組みの「重要度」  

 「災害に強いまちづくりや防災体制・施策の充実」、「地域と行政が一体となって犯罪を防止し、安

全に安心して暮らせる防犯対策の充実」がともに 4.49 点と最も高い結果となっています。 

 

出典：熊取町まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定のためのアンケート調査結果報告書  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

⑱労働環境の改善、相談体制の充実などの勤労者対策

⑰消費者問題に対する相談体制などの消費者保護の充実

⑯既存の観光資源の魅力を高め、交流人口を増加させる、観光・レクリエーション施策の充実

⑮新産業の導入や地場産業の振興など商工業の活性化

⑭農業従事者の後継者育成や農業経営確立に向けた支援

⑬駅前をはじめとした、計画的な土地利用および良好な市街地の形成

⑫快適に暮らせる住宅や、その周辺環境の充実

⑪生活排水などの処理が適切に行われる公共下水道の整備

⑩安全な水を安定的に供給できる上水道の整備

⑨誰もが楽しめる身近な広場や公園などの整備

⑧災害に強く、また安全・快適に利用できる河川・ため池などの整備

⑦身近な生活道路が整備されているまちづくり

⑥広域道路や幹線道路が整備されており、近隣の都市への移動がしやすいまちづくり

⑤町の公共施設を結ぶ「ひまわりバス」の充実

④歩道やガードレールの設置など、交通安全対策の充実

③消防・救急体制および対策の充実

②地域と行政が一体となって犯罪を防止し、安全に安心して暮らせる防犯対策の充実

①災害に強いまちづくりや防災体制・施策の充実

⑱労働環境の改善、相談体制の充実などの勤労者対策

⑰消費者問題に対する相談体制などの消費者保護の充

実

⑯既存の観光資源の魅力を高め、交流人口を増加させ

る、観光・レクリエーション施策の充実

⑮新産業の導入や地場産業の振興など商工業の活性化

⑭農業従事者の後継者育成や農業経営確立に向けた支

援

⑬駅前をはじめとした、計画的な土地利用および良好

な市街地の形成

⑫快適に暮らせる住宅や、その周辺環境の充実

⑪生活排水などの処理が適切に行われる公共下水道の

整備

⑩安全な水を安定的に供給できる上水道の整備

⑨誰もが楽しめる身近な広場や公園などの整備

⑧災害に強く、また安全・快適に利用できる河川・た

め池などの整備

⑦身近な生活道路が整備されているまちづくり

⑥広域道路や幹線道路が整備されており、近隣の都市

への移動がしやすいまちづくり

⑤町の公共施設を結ぶ「ひまわりバス」の充実

④歩道やガードレールの設置など、交通安全対策の充

実

③消防・救急体制および対策の充実

②地域と行政が一体となって犯罪を防止し、安全に安

心して暮らせる防犯対策の充実

①災害に強いまちづくりや防災体制・施策の充実

重要
 

2．将来の取り組みの「重要度」  

※「①満足度」と同じく、評価にそれぞれ「満足している×５点」「やや満足している×４点」「ふつう×３点」「やや不満である

×２点」「不満である×１点」と点数化し、回答者数で割ることで評価点（重要度）を算出しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果の概要 
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「第２期熊取町子ども・子育て支援計画」策定の一環として２０１８年度（平成３０年度）に

実施したアンケートは以下のとおりです。 

 

 

 

問 町にどのような子育て支援の充実を図ってほしいか。 

就学前児童がいる世帯と小学生がいる世帯へのアンケート 

【複数回答可】》

【複数回答可】》
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■将来像 

10 年後に熊取町がめざすまちの姿を次のように掲げます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来像への想い 

 

 すべての住⺠の思いをつむぎ、安⼼して健康で永く楽しく住み続けられるまち。 
 ⼀度まちを離れた⼈も、いつか帰りたいと願うまち。 
 そんな光景を⾒て、「私も住んでみたい」と思われるまち。 
 
 私たちは、これまで先⼈たちが創り上げてきたまちの個性と魅⼒を継承し、さらにより良
いものにしていくため努⼒します。 
 また、これまでにない厳しい環境のなか、「変えてはならないもの」と「変わらなければな
らないもの」を⾒極めながら、「トカイナカ」を次世代に引き継ぐため、みんながまちへの思
いを共有し、⼒を合わせてまちづくりに取り組みます。 
 そして、多様性を持つ住⺠のそれぞれの⽇々が輝くまちづくりを進めます。 
 

⼦ども、若者から⾼齢者まであらゆる⼈々が交流し、つながり、ともに歩むことで、まち
の活⼒を維持し、『住みたい 住んでよかった ともにつくる “やすらぎ”と“ほほえみ”のま
ち』をめざします。  

１—３ 上位・関連計画 

 

（１）熊取町第４次総合計画〔2018 年（平成 30 年）策定〕 
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■都市形成の方向性 

 住みやすいまちとして「住宅都市」を継承していくための都市形成の⽅向性については、次の
とおりです。 
 
 本町はコンパクトな町域のなかで効果的な住宅開発や施設の⽴地を進めるとともに、道路、公
園、上下⽔道などの都市基盤整備や公共交通の充実、⾃然環境の保全・活⽤等によって、まち全
体として⼀体的な発展を遂げてきました。また、⼤学の集積が進むなど、「住宅都市」・「学園⽂化
都市」としてのイメージが定着してきました。 
 こうしたまちの特⻑を今後も維持するとともに、まち全体をコンパクトなまちとして発展させ
ていくため、これまでの⼟地利⽤や施設整備を基盤として、⾼齢化をはじめとする⼈⼝動向や住
⺠のライフスタイルの変化等に対応し、移動利便性の向上など住⺠⽣活の質を⾼めていきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典：熊取町第４次総合計画  

住宅都市・ 

学園文化都市

都市基盤 

自然環境 

良好な 

住宅地 
大学集積 

交通 

アクセス 

住みたい 住んでよかった 
ともにつくる 

“やすらぎ”と“ほほえみ”のまち 

 

維持・充実 
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■ 都市づくりの目標 

（大阪の都市づくりの基本目標） 

これからの大阪の都市づくりにおいては、人口減少・少子高齢化の進展による都市活

力の低下を防ぐだけでなく、都市間競争に打ち勝つ魅力あふれる都市づくりとニーズが

より多様化していく府民生活を支える都市づくりをともに進める必要があります。 

このため、今後の大阪の基本目標を次のとおり定めます。 

 

○ 国際競争に打ち勝つ強い大阪の形成 

国際的な都市間競争が激化する中、大阪が日本の成長をけん引する都市として繁栄

を続け、そこに住まう人々がそれぞれのニーズを満たしながら豊かに暮らせるように

するため、にぎわい・活力ある大阪の形成を目指します。 

○ 安全・安心で生き生きと暮らせる大阪の実現 

都市の防災機能の強化をはじめ、都市に内在する様々なリスクに対し、安全に暮ら

せ、また、雇用の場が確保され、生活支援機能が充実するなど、誰もが健康で安心して、

住み・働き続けることができる都市の形成を目指します。 

○ 多様な魅力と風格ある大阪の創造 

水・みどりや歴史・文化等の地域固有の資源や、これまでの都市づくりで蓄積された

ストックを活かし、各地域が質の高い都市づくりを進めることにより、大阪全体とし

て多様な魅力と風格を備えた都市を創造します。 

 

（大阪の都市づくりの方向性） 

「大阪の都市づくりの基本目標」を実現していくために、次に定める方向性に沿って

都市づくりを進めます。 

・大阪都市圏の成長を支える都市基盤の強化 

・国内外の人・企業を呼び込む都市魅力の創造 

・災害に強い都市の構築 

・産業・暮らしを支える都市環境の整備 

・環境にやさしく、みどり豊かな都市の形成 

・地域資源を活かした質の高い都市づくり 

 

（大阪の都市づくりの視点） 

「大阪の都市づくりの基本目標」の実現のため、「大阪の都市づくりの方向性」に加え、

「都市づくりの視点」を勘案し都市づくりを進めます。 

・大阪にふさわしいネットワーク性の高い都市づくりの推進 

・多様な主体の連携・協働による都市マネジメントの推進 

  

（２）南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）

〔令和２年 10 月 大阪府〕 
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１）現状 

○ 本町は、北部から中部にかけては、なだらかな丘陵地となっており、南部は和泉山脈に 

連なる山地となっています。 

○ 「市街地」の大半は町域の北部に集中しており、一部の地域では昔ながらの街並みが広 

がっているほか、熊取駅周辺及び国道１７０号沿道には、商業・サービス施設等が立地し

ています。 

これらの市街地を取り囲むように周辺の丘陵地には、大規模な住宅地開発などによる、 

良好な低層住宅地が形成されています。 

○ 一方、「農地」については、河川に沿った低地や丘陵地にみられますが、大規模な農地は 

少ない状況です。 

また、町の南部には、奥山雨山自然公園などがあり、豊かな自然環境に恵まれています。 

 

２）課題 

〇 今後、予測される人口減少社会の到来に対応していくため、これまで行ってきた住宅開 

発や施設の立地、公共施設整備を基盤としながら、行政、医療・福祉、商業、交流などの都

市機能を集約し、公共交通でつなぐことにより、誰もが身近に都市サービスを享受できる

コンパクトで持続可能なまちとして発展させていくことが必要です。 

〇 市街化調整区域については、「市街化を抑制する区域」という基本理念を堅持しつつ、自 

然資源や既存ストック等を活かした利活用を図り、その魅力を最大限に引き出すことが必

要です。 

〇 ＪＲ熊取駅の西地区においては、快速停車駅としてのポテンシャルを活かした土地利用 

を促進し、町の玄関口にふさわしいにぎわいの創出を図ることが必要です。 

 

 

  

１—４ 都市の現状と課題 

（１）土地利用 
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■土地利用現況図 

 

資料：都市計画基礎調査〔2020 年（令和 2 年）〕  
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道路や上下水道などの都市基盤整備については、概ね計画的に進んでいます。また、公園整

備については、宅地開発等に伴い住宅地内に小規模な公園が整備されています。 

交通面では、関西国際空港に近接し、ＪＲ阪和線の熊取駅（快速停車）があることにより、

ＪＲ天王寺駅から快速で 30 分という大都市への良好なアクセスを有しています。 

その他の公共交通機関として、南海ウイングバス南部、和歌山バス那賀の路線バスや町内循

環バス（ひまわりバス）が運行されています。 

 

１）道路・交通 

①現状  

○ 本町の道路網は、東西に国道 170 号〔（都）大阪外環状線〕、国道 170 号（旧）を、南北 

に主要地方道大阪和泉泉南線〔（都）大阪岸和田南海線〕、（都）泉州山手線を軸とし、町の

西側には主要地方道泉佐野打田線、一般府道泉佐野熊取線などがあり、これらに接続する

町道で構成されています。 

○ 広域幹線道路である主要地方道大阪和泉泉南線〔（都）大阪岸和田南海線〕が事業中（一 

部区間暫定２車線供用中）、（都）泉州山手線〔（都）大阪外環状線より北側部分〕が事業着

手、国道 170 号〔（都）大阪外環状線〕が暫定２車線での供用となっています。 

○ 朝夕の通勤・通学の時間帯には国道 170 号〔（都）大阪外環状線〕、国道 170 号（旧）及 

び府道、また、これに接続する町道において、渋滞が発生し、歩行者に対する配慮も必要

な状況となっています。 

○ ＪＲ熊取駅の１日の平均乗車客数は約８千人（令和 3年度未）となっており、本町の玄 

関口として重要な役割を果たしています。 

○ 町内の公共交通として、路線バス（４路線）や、各地域と公共施設を結ぶ町内循環バス 

（ひまわりバス）が運行されています。 

 

②課題 

○ 都市計画道路については、町の骨格を形成する重要な広域幹線道路となるため、主要地 

方道大阪和泉泉南線〔（都）大阪岸和田南海線〕及び（都）泉州山手線の早期完成に向けた

大阪府への要望活動を継続していくとともに、国道 170 号〔（都）大阪外環状線〕を中心と

して発生している渋滞の解消や、歩行者等の安全を図る道路整備の推進が必要となってい

ます。 

○ ＪＲ熊取駅東側の交通広場の渋滞対策が求められており、熊取駅への交通量を東西に分 

散するため、ＪＲ熊取駅西側に交通広場などの整備が必要となっています。 

○ 町内の道路改良事業については、道路整備計画にもとづき優先順位を勘案のうえ、地域 

住民との合意形成を図りながら、道路整備の推進を行っていく必要があります。 

 

 

（２）都市基盤施設等 
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○ 道路橋梁及び道路舗装などの経年変化による施設の損傷、劣化が進行しており、計画的 

な施設の修繕など、道路施設を適正に管理する必要があります。 

○ 児童・生徒が安全に通学できるよう通学路の安全確保が求められています。 

○ 町内を連結する交通ネットワークの強化・充実を図り、公共交通の利便性を向上するこ 

とが必要です。 

○ 町内循環バス（ひまわりバス）の運行については、住民や関係機関と協議しながら、よ 

り利便性の高いルート設定や効率的な事業運営を行うことが求められています。 

 

■ひまわりバス               ■JR 熊取駅と夢広場 
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■道路網現況図 
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■都市計画道路網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①（都）泉州山手線 

②（都）大阪外環状線（国道１７０号） 

③（都）大阪岸和田南海線（主要地方道大阪和泉泉南線） 

④（都）熊取駅前線（町道熊取駅前線） 

⑤（都）大久保南北線（国道１７０号（旧）・主要地方道泉佐野打田線） 

⑥（都）熊取駅西線〔熊取駅西交通広場〕（町道野添線） 

①

②

③

④ 
⑤ 

⑥ 

 

 

     凡  例   

都市計画道路 
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２）公園・緑地等 

①現状  

○ 本町は奥山雨山自然公園を中心とした豊かな緑と、市街地内のまとまりのある農地、ま 

た、国の重要文化財に指定されている建物や、主要な社寺が残され、良好で豊かな自然環

境に恵まれています。 

○ 本計画の改定と併せて、2018 年（平成 30 年）３月に「熊取町みどりの基本計画」を改 

定し、「貴重なみどりの保全・継承」、「多様なみどりの創出」、「みどりの拠点づくり」、「ネ

ットワーク形成」及び「協働によるみどりづくりやふれあいの場の拡充」を目標に各施策

を進めています。 

○ 都市公園では、2015 年（平成 27 年）11 月に「元気いっぱい!!夢いっぱい!!みんなが楽 

しめてみんなに誇れる公園」をコンセプトに開園された永楽ゆめの森公園及び奥山雨山自

然公園の地区公園（２箇所）、中央公園及び長池オアシス公園の近隣公園（２箇所）、その

他の街区公園（111 箇所）が点在し、合計 115 箇所の公園が整備されています。 

○ 2018 年（平成 30 年度）から永楽ゆめの森公園、永楽墓苑について、指定管理者による施 

設管理を開始し、施設管理費の縮減と住民サービスの向上を進めました。 

 

■公園の整備状況 

〔２０２２年（令和４年）３月末現在〕 

 

〔※府内全域における一人あたりの公園面積（㎡）については、２０２１年（令和３年）１２月末現在〕 

 

②課題  

○ 奥山雨山自然公園や永楽ダム周辺の豊かな自然環境を維持し、保全・活用していくとと 

もに利用者数の向上に努めていく必要があります。 

○ 大多数の公園において施設の老朽化が進んでおり、まちなか公園を安全に使用するため 

には、老朽化した公園施設の修繕や更新が必要となっています。このことから、熊取町公

園施設長寿命化計画に基づき計画的な改修を進める必要があります。 

○ 近年では少子高齢化や地域的な人口偏差も進んでいることから、公園の配置の見直しや 

機能の集約及び管理形態の見直しを行っていく必要があります。 

 

   

 

 

  

箇所数 面積（ｈa） 
住民一人あたりの 

公園面積（㎡） 

府内全域における 

一人あたりの公園面積（㎡） 

１１５ ２３．９８ ５．５７ ５．５ 
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■公園等現況図 

 

 

資料：都市計画基礎調査〔2020 年（令和 2 年）〕、国土数値情報（国土交通省）

長池オアシス公園 

中央公園 

町民グラウンド 

ひまわりドーム 

永楽ゆめの森公園 

野外活動ふれあい広場 

八幡池青少年広場 

奧山雨山自然公園 

熊取歴史公園 
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３）下水道  

①現状 

○ 公共下水道の普及率については、83.2％〔2022 年（令和 4年）3月 31 日現在〕となっ 

ており、全国平均をやや上回っていますが、その反面、未整備地域からの早期の下水道整 

備を要望する声が多くなっています。 

○ 将来にわたり、持続可能で健全な下水道事業の運営を実現していくため、今後 10 年間の 

下水道事業の中期計画を示した「熊取町下水道ビジョン（経営戦略）」を令和 3年 3月に策 

定しました。 

 

②課題 

○ 今後、人口減少等に伴う下水道使用料収入の減少が想定される一方で、施設の維持管理 

や更新需要は増大していくことから、事業を安定して継続するために、財源の確保や事業 

の効率化について検討する必要があります。 

○ 施設の老朽化の進行等を踏まえ、今後は「ストックマネジメント計画」に基づいた、計 

画的かつ効率的な下水道施設の維持管理を行う必要があります。 

  ○ また、公共下水道が未普及地域への早期整備に向け、計画的で効率的な整備を推進して 

いく必要があります。 

 

４）河川・ため池等  

①現状 

○ 町内の主要な河川として、見出川（２級、準用、普通）、住吉川（２級）、雨山川（２級、 

普通）、和田川（普通）が流れており、治水対策に重要な役割を果たしています。 

○ 河川周辺には農地や樹林地、歴史資源も残され、近年では市街地でもゲンジボタルの生

息が確認されています。 

○ 本町には 80 箇所の町有のため池が残されており、その多くは周辺の農地や樹林地と一体 

となって、水鳥や水生植物など多様な動植物の生息の場ともなっています。 

○ そのうち長池では、身近な親水空間として「長池オアシス」が整備され、農業体験を通 

して健康で活動的なレクリエーションを行う場としてオアシス農園が設置されています。 
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②課題 

○ 主要な４河川（見出川、住吉川、雨山川、和田川）については、防災面を重視した補修 

工事や堆積土砂の撤去など適正な維持管理を行うとともに、２級河川の未改修区間におい 

ては、早期な事業完了を大阪府に要望していく必要があります。 

○ 受益地が無くなったため池については、廃止を含め活用方法の検討を行っていく必要が 

あります。 

  〇 今後もため池の維持管理を適切に行っていくためにも、太陽光発電施設の設置など、た 

め池を有効に活用していく方策を検討する必要があります。 
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■河川・ため池現況図 

 

資料：都市計画基礎調査〔〔2020 年（令和 2年）〕、国土数値情報（国土交通省）  

大池 

大谷池 

免丸池 

残し池 

古谷上池 

坊主池 

別所池 東谷池 

皿谷池 

朝代濁池 

青池 

柿木谷池 

七山濁池 

今池 

大井谷池 

築留池 

古瀬下池 

大原池 

凡例 

 

   池 

   河川 

住吉川 

雨山川 

見
出
川 

和
田
川 

永
楽
ダ
ム 

永楽池 

奧ノ池 

長池下池 

長池 

馬谷池 
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１）現状 

①義務教育関連施設 

○ 本町では、５つの町立小学校（中央小学校、    

西小学校、南小学校、北小学校、東小学校）と 

３つの町立中学校（熊取中学校、熊取北中学校、熊

取南中学校）を運営しています。 

また、私立では大阪体育大学浪商高等学校及び 

浪商中学校が運営されています。 

○ 2012 年（平成 24 年度末）をもって、町立小中学 

校施設の耐震化率は 100％となっています。また、非構造部材耐震化においても 2015 年（平 

成 27 年度末）をもって対応済みとなっています。 

 

②高等教育研究施設 ―大学のあるまち―  

○ 本町は、1951 年（昭和 26 年）の町制施行以来、1963 年（昭和 38 年）に京都大学原子炉 

実験所が設置され、翌年、1964 年（昭和 39 年）に熊取駅が快速停車駅となったことを契 

機として、人口が急増し、農村型集落から大都市近郊住宅都市へ、また、この間、関西医 

療大学、大阪観光大学、大阪体育大学が設置され、府内有数の「学園文化都市」へと大き 

な発展を遂げてきました。 

 

③保育関連施設 

○ 本町には、３箇所の公立保育所（中央保育所、北保育所、東保育所）と４園の民間保育 

所（アトム共同保育園、つばさ共同保育園、すみれ保育園、西保育園）、２園の認定こども 

園（さくらこども園、フレンド幼稚園）が立地しています。 

また、小学校区ごとに１箇所の公設民営の学童保育所（中央学童保育所、西学童保育所、 

南学童保育所、北学童保育所、東学童保育所）を設置しています。 

 なお、幼稚園については、大阪府知事認可の私立幼稚園１園（熊取みどり幼稚園）が運 

営されています。 

 

④文化・スポーツ施設 

○ 公民館・町民会館、ひまわりドームをはじめとする文化・スポーツ施設等は充実してい 

ます。 

○ 2005 年（平成 17 年）には、生涯学習や文化・歴史の中核施設である煉瓦館も開館して 

います。 

○ 1994 年（平成６年）に開館した熊取図書館では、学校図書館との連携をはじめとする子 

どもの読書環境の充実や、高齢者向けの講座の開設、駅下にぎわい館での予約図書の貸し 

出し（返却）など、充実したサービスを提供しています。  

町立小学校

•中央小学校

•西小学校

•南小学校

•北小学校

•東小学校

町立中学校

•熊取中学校

•熊取北中学校

•熊取南中学校

（３）その他の公共公益施設 
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⑤保健・医療・社会福祉施設  

○ 熊取ふれあいセンターを中心として、町内の医療機関（病院、医院・診療所、歯科医院） 

と連携しながら、地域住民の保健福祉及び住民主体の健康づくりを推進しています。 

  ○ 老人福祉センターについては、高齢者の福祉関係団体の主催する会議、集会、催事等に

利用されています。 

  ○ 老人憩の家については、地域の集会施設として町内各地区に立地し、地域の会合や行事 

等に利用されており、このうち単独老人憩の家は 2021 年（令和 3年度）をもって一部の 

地区を除き耐震化が完了しています 

 

⑥供給処理施設等 

○ 本町では、ごみ処理施設（環境センター）、火葬施設（斎場）、墓地（熊取永楽墓苑）を都 

市計画施設として定めており、それぞれの施設において、適正な維持管理を行っています。 

 

２）課題 

①学校教育関連施設 

○ 学校施設では、老朽化が進む施設の計画的な改修等の実施、また、教育環境の向上のた

め、質的な改善も必要です。 

 

②保育関連施設 

○ 施設の長寿命化対策とともに、より安全・安心で快適な保育環境の維持・整備が必要と

なっています。 

 

③文化・スポーツ施設 

○ 耐震化を含めた安全対策及び長寿命化が必要です。 

 

④保健・医療・社会福祉施設  

○ 熊取ふれあいセンターについては、施設の長寿命化を見据え、計画的な改修等の実施、

適正な維持管理が必要です。 

○ 老人福祉センターについては、施設のさらなる利活用を図るため、耐震化を含めた安全

対策及び長寿命化が必要です。 

○ 老人憩の家については、旧耐震基準である老人憩の家併設地区集会所の耐震化など安全

対策が課題となっています。今後も各地区の集会施設として地域住民が広く利用できるよ

う運用を継続しつつ、地域における福祉・介護予防の拠点として、地元自治会と連携しな

がら、多面的な利用を図っていく必要があります。 

 

 

 

 



  
第１章 都市づくりの現状と課題 

 

 39 

 

 

⑤供給処理施設 

○ 環境センター及び斎場については、施設の老朽化が進んでいるため、今後の運用方針を 

定め、適切な施設運営及び長期維持補修計画に基づいた施設の適正な維持管理が必要で 

す。                                  

○ 熊取永楽墓苑については、隣接する永楽ゆめの森公園と一体的に管理し、効率的な管理 

が必要です。 

 

 
 
 
 

１）現状 

○ 市街化区域における大規模な宅地開発は一定完了し、産業構造の変化に伴う農地や既存 

宅地の転用による小規模な宅地開発が進行しています。 

○ また、ＪＲ熊取駅東地区（6.14ｈa）において、土地区画整理事業による面的整備を行い、 

1997 年（平成９年）に事業を完了しています。 

○ 駅東地区では、2000 年（平成 12 年）に近隣商業地域への用途変更を行い、商業・業務施 

設の誘導を行っています。 

〇 駅西地区では、大阪府・泉佐野市と協力して（都）熊取駅西線〔熊取駅西交通広場〕及 

びアクセス道路の整備に取り組むとともに、「熊取駅西地区まちづくり協議会」による土地 

利用の検討が進んでいます。 

 

２）課題 

○ 良好な市街地の形成を図るため、住民の意見を取り入れながら、地区計画制度の導入な 

どの検討を行うとともに、開発指導要綱などによる適正な開発指導を引き続き実施してい 

く必要があります。 

○ ＪＲ熊取駅の東西において、快速停車駅としてのポテンシャルを活かした土地利用を促 

進し、ＪＲ熊取駅～役場間の都市機能の集積による中心市街地の魅力向上により、町の玄関 

口にふさわしいにぎわいの創出を図る必要があります。 

〇 駅西地区については、（都）熊取駅西線〔熊取駅西交通広場〕及びアクセス道路の整備を 

進めながら、生活に便利で快適な駅前地区を創っていくために、具体的な土地利用を構想 

していく必要があります。 

 

  

（４）市街地整備 
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１）現状 

○ 本町は、コンパクトな町域の中で、大規模な低層戸建住宅地の開発や公共施設の立地、 

都市基盤を整備するとともに、自然環境を保全・活用しながら発展を遂げてきた結果、「住 

宅都市」、「学園文化都市」としてのイメージが定着しています。 

 

２）課題 

○ 住生活基本法等の理念を踏まえつつ、豊かな自然環境と都市機能を併せ持つ本町独自の 

住宅都市としての居住空間を維持し、定住・転入の促進を図ることが必要です。 

○ 住民の多様なニーズや低額所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等、配慮が必要な人 

の生活の安定に対応した住宅を供給する必要があります。 

○ 住宅セーフティネットとしての町営住宅については、適切かつ効率的な運営が必要です。 

○ 地区計画制度の活用や、開発指導要綱に基づく適正な指導などにより魅力ある住環境の 

保全・形成を図る必要があります。 

 

 
 
 
 

１）現状 

   ○ 本町では、熊取図書館や熊取ふれあいセンター、煉瓦館など主要な公共施設につい

て、大阪府福祉のまちづくり条例の趣旨に基づく建築物として整備を進めてきました。 

   ○ 高齢者、障がい者及び子育て世帯を含めた多くの人々にとっての暮らしやすさの確保

のため、歩道の段差解消など、公共施設のバリアフリー化に努めています。 

   ○ 2006 年（平成 18 年）にバリアフリー新法が施行され、公共交通施設、福祉施設など

について、バリアフリー化を行うことが義務付けられるようになりました。 

 

  ２）課題 

   ○ バリアフリー新法に基づき、高齢者、障がい者及び子育て世帯など多くの人が自立し

て心豊かな生活が送れるよう、公共施設などのバリアフリー化を引き続き行っていく必

要があります。 

  

（５）住宅・住環境 

（６）バリアフリーのまちづくり 
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１）現状 

○ 本町には、奥山雨山自然公園をはじめとする豊かな自然環境、国指定史跡である土丸・ 

雨山城跡や国指定重要文化財である降井家書院、中家住宅、来迎寺本堂などの歴史資源、 

また計画的に開発されたみどり豊かな住宅地などの良好な景観資源があります。 

○ 公共施設においては、周辺地域の景観と調和した建築を行い、熊取図書館と煉瓦館が、 

大阪都市景観建築賞（大阪府知事賞）を受賞しています。 

○ また、国道 170 号〔（都）大阪外環状線〕沿道及び以南については、それぞれ大阪府景 

観計画の「大阪外環状線（国道 170 号）沿道区域」及び「金剛・和泉葛城山系区域」に指 

定されており、外壁の色彩や意匠等の景観指導基準が設けられ、自然環境などに配慮した 

景観形成に努めています。 

 

２）課題 

○ 景観法に基づき、本町の特性を生かしながら、事業協力者との協働により、個性的で魅    

力あふれる都市景観の保全、創造に取り組んでいく必要があります。 

○ 個性的で魅力あふれる都市景観を創造する公共施設や文化財等については、適正な保存    

と活用方策の検討が必要です。 

 

 

 

１）現状 

○ 近年、全国各地で台風や集中豪雨で大規模な災害が発生しています。また、南海トラフ

巨大地震の発生が懸念され、住民の防災への関心が高まっています。 

○ 「熊取町地域防災計画」にもとづき、住民との相互協力のもと、防災活動の総合的かつ

計画的推進を図っています。 

○ 防災の担い手として、自主防災組織の育成に努めています。 

○ 大規模な地震から住民の生命・財産を守るため、2017 年（平成 29 年）3月に「第２次

熊取町耐震改修促進計画」を策定（改定）し、住宅・建築物のさらなる耐震化の促進に取

り組んでいます。 

 

２）課題 

○ 地震による建物の倒壊等から生命を守るとともに、避難路等の閉塞を防ぐため、耐震性

が十分ではない住宅や公共施設の耐震性の向上が課題となっています。 

○ ため池耐震診断において、耐震性がないと診断されたため池や老朽化したため池の改修

及び未改修河川の改修を順次整備していく必要があります。 

○ 集中豪雨等における浸水被害の防止のため、町全体で雨水・治水・浸水対策等の検討を

行う必要があります。 

（８）安全・安心なまちづくり 

（７）景観のまちづくり 



 
第１章 都市づくりの現状と課題 
 

42  

 

 

○ 大規模災害が発生した場合、地域で暮らす者同士がお互いに助け合う『共助』の精神で

の対応ができるよう、住民の自助・共助の防災意識と地域の防災力の向上を図ることや立

地適正化計画における「防災指針」に基づき、安全・安心な住環境を創出するための各種

の取組が必要です。 

 

 
 
 
 

１）現状 

○ 本町では、住民や事業者の自主的な取組を中心に、大阪でいちばんきれいなまち「くま

とり」をめざした施策に取り組んでいます。 

○ 公害対策については、関係機関との連携により早期解決に努めるとともに測定作業の実

施などにより監視しています。  

○ 地球温暖化対策実行計画に基づき、公共施設から排出される温室効果ガスの削減に努め、

率先的な省エネ活動への取り組みを行っています。 

○ 循環型社会の推進については、セミナーやイベントを開催し意識の啓発をはかると共に、

地域ぐるみによるごみの再資源化収集を実施しています。また、再資源化の促進が持続的

に図られる特定のごみに関しては事業者からの要請に応じて、再生利用指定制度を適用し

ています。     

 

２）課題 

○ 大阪でいちばんきれいなまち「くまとり」をめざした施策の取り組みをさらに発展させ

るため、住民活動の支援と環境美化に対する住民への啓発活動の強化が必要です。 

○ 公害問題等については、住民の環境意識が高まる中で法令の適正な運用が必要です。 

○ 町域から排出される温室効果ガスの削減については、国において策定された「地球温暖

化対策計画」及び本町が策定する「熊取町地球温暖化対策実行計画」や「再生可能エネル

ギー導入戦略」に基づき、取り組みの企画・実行・評価・改善を組織として掲げて不断に

実施し、2050 年カーボンニュートラルに向けて温室効果ガス総排出量の削減に努める必要

があります。 

○ 循環型社会をめざし再資源化に取り組んでいますが、今後、ごみ処理の資源化率を高め

ていくためには、住民への意識啓発と地域ぐるみの継続した取組が必要です。 

  

（９）環境のまちづくり 
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１）現状 

○ 少子高齢化が加速し、生活を豊かにする健康・体力づくりがますます重要になってき 

ているなか、地域に住む人々がいきいきと健康に暮らせるまちづくりの実現が求められ 

ています。 

○ 2019 年（平成 31 年）3月に策定した「第３次健康くまとり 21」に基づき、〝ひとり 

ひとりがいきいきと豊かに暮らせる健康まちづくり〟の推進に向けた、さらなる施策・ 

事業を展開しています。 

 

２）課題 

○ 地域とのつながりが健康長寿の要素となるため、歩いて通える範囲での健康づくりの 

拠点を形成することで地域コミュニティの活性化を図るとともに、地域で健康づくりに 

携わる人材を育成し、住民が主体となった健康まちづくりを進める環境整備が必要です。 

○ 健康意識の高まりのなか、幼少期から体を動かすことに慣れ親しみ、適度な運動を習 

慣づけることが重要であり、だれもがスポーツに取り組みやすい環境づくりが必要です。 

○ 道路などの都市施設については、移動利便性の向上が図られるとともに、健康増進効 

果にも着目した整備を検討していく必要があります。 

 

 
 
 
 

１）現状 

○ 「産業振興ビジョン」にもとづき、町内産業の振興を図り、活力にあふれたまちづ 

くりを進めています。 

○ 広く創業（起業）に対して支援を行っており、とりわけ本町の玄関口であるＪＲ熊取駅 

周辺における、飲食業を中心とした事業者誘致や、空き家・空き店舗などの遊休不動産の 

利活用への取組を推進し、また特色ある地域ブランドの開発への支援、生産性向上の取組 

への支援はもとより、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進への取組に対し支 

援しています。 

○ 本町の自然文化等、地域資源の魅力を発掘・発信するとともに、既存の観光資源を活 

かしたイベント等を通じて、認知度を高め、交流人口の増加に努めています。地域資源 

の理解に向けた観光教育の実施に努めています。多様な関係者と協働し、にぎわいづく 

りを推進しています。広域組織に参画し、連携したプロモーションを行っています。 

 

 

  

（１０）健康のまちづくり 

（１１）産業・交流のまちづくり 
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２）課題 

○ 魅力的な地域ブランドの確立により、地場産業の継承・活性化を図る必要があります。 

○ 駅周辺の近隣商業地域などのポテンシャルの高い地区については、周辺の住環境に配慮し 

つつ、駅近の移動利便性の良さなどの立地特性を活かした産業の振興を推進するとともに、 

当該駅周辺へ人を誘導し、さらなるにぎわいの創出を図る必要があります。 

○ 多様な関係者が連携することで、生活、自然、歴史、文化等の地域の幅広い資源を最大限 

に活用し、ここでしかできない、味わえない体験機会を提供していく必要があります。 

○ 農業振興については、担い手の高齢化や後継者不足などに対する農業への支援の検討を行 

う必要があります。 

 

 
 
 
 

１）現状 

○ 本町では、古くから地域コミュニティ活動が盛んであり、現在 39 の自治会が設立され、お

よそ 90％という極めて高い自治会加入率を誇っています。このような強固な基盤を活かし、

自主防災組織の結成率及び自治会管理防犯灯のＬＥＤ化率が 100％となるなど、住民間の自

主的な話し合いにより、地域の問題を解決するという理念のもと、協働のまちづくりが進展

してきました。 

○ 本町におけるコミュニティ活動は、自治会や青年団を中心に、地域の伝統行事である｢だん

じり祭り｣や｢盆踊り｣などを通じて活発な活動が行われています。また、婦人会や子ども会は、

女性の社会参加や青少年の健全育成を目的とした活動や、「協働のまちづくり」の理念のもと、

町の実施する事業への協力のほか、ボランティア活動などを積極的に行っています。 

○ 長生会（シニアクラブ）は、高齢者が地域でいきいきと活動できるよう会員相互の親睦と

交流を図りつつ、地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。 

○ 新たに、子育て、健康づくり、介護予防、安全、まちづくりなどの様々な地域課題が生ま

れ、こうした課題解決に向けた、コミュニティ組織が生まれてきています。 

 

２）課題 

○ ライフスタイルやニーズの多様化等に伴い、人と人のつながりの希薄化、自治会への加入 

率の低下等が懸念されます。 

○ 地域コミュニティの維持、向上につながる支援はもちろん、地域を越えた活動を行うＮＰ 

Ｏや住民活動団体等を育てていくことも重要です。 

（１２）住民協働、住民参加のまちづくり 


